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1..問 題 提起

現ft、 月本 には200万 人以上の外国人が居住 し、「単.一民族(一{1家」 と言われる日本社会の

マイノリティとして注目を集めている1。 日本社会において 搬 に 「外国人労働者問題」が

広 く認.識されるようになったのは、1980年 代のことである。当時は、「興行」 ビザで就労す

るアジア系女性外国人労働者 と、プラザ合意以降の!!7高によるアジア系男性単純労働者の増

加が社会的な注 目を集め、戦後の経済成長 を背景に、日本社会が初めて外国人労働者問題に

1面 したかのような様相であったz。

しか し、 日本に外国人が労働者 として移入 した歴史を振り返れば、それは外国人崖留地を

設けた明治初期.に遡 り、さらに日本社会が初めて多数の外国人労働者の移人を経験 したのは、

1910年 の 日韓併合から1945'Fの 太平洋戦争敗戦に.かけての ことである。この時期の外国人

労働者 とは、多様な国籍から構成 される現在の外国人労働者 とは異な り、主には 「大 日本帝

国Jが 植民地 とした朝鮮半島か ら、日本 「内地」に渡航 した朝鮮 「外地人.」であ.った3。 「外

地人」 は建前 ヒは 「大 日本帝国臣民.1で あったかもしれないが、実情は、言語 ・習慣 を異に

した外国から、渡航許可書又は国籍証明書4を 取得 して渡航 した人々であった。1.910年 代の

目本経済は、第一・次世界大戦による好況で、海運業 ・重化学工業 ・紡績業が飛躍的に発展 し、

1920年 代はその反動で戦後不況に陥 り、大手財閥への資本集中が進行する。1920年 代は官

業 ・財閥大企業とそれに従属する中小 ・零細企業が甥個に労働市場を形成する 「目本型労働
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市場」の創成期であ り、朝鮮 「外地人」はその.大多数が低貸金 ・重労働分野に就労し、下層

労働 市場に組み込 まれていた。戦後、「在 日朝鮮.人問題一iが語 られ る際、軍事体制下の強制

労働が強調 される傾向があり、その事実 を舎定す る意図はないが、かかる事情からか、1910

年の 日韓併合か ら移人が加速 した朝鮮 「外地人」労働者の.存在が、労働市場の中の外国.人労

働者 として認識 されていないように思われる5。

1910年 から1945年 までは、n本 「外地..iから 「内sibJへ の労働者移入だけでなく、「大日

本帝国」植民地支配 を背景とした日本からの資本移出、朝鮮から満州へなど植民地聞の労働

者移動、 また日本人の植民地 「外地Jを 含む外国移出も200.万 人を超え、かつてない多くの

労働者の移出入 を経験 した時代であった。現在 まで残 る 「在 日韓国 ・朝鮮人問題」、199(}年

の入管法改正以降 日本に還流 してきた 「日系南米人問題」 も、ルーツはこの時期に始まる。

その一方で、戦前は、地理的に近 く人口大国である中国からの労働者移入は限られていた。

そこには、明治初期か らの日本の入管法制が大 きく影響 していると思われる。

以.上の問題意識を踏 まえ、本論文の目的は、第一に、 日本の入管法制の歴史とその社会的

背景 を検証す ること、第』「に、戦前e本 に移入 した外閨人労働者の存在が日本の入管法制に

与えた影響を明 らかにすることとする。

2.入 管 法 翻 の定 義

まずは本論文における入管法制の定義をしたい。国際法を専門.とする大沼(1978:)は 、入

管法をその範囲の違いで四つに定義している。まず最狭義は、(a)個 人(お よび貨物)の 入

国、それに引 き続 く在留ならびに出国を規制する法規則の総体。.現行国内法では 「出入国管

理及び難民認定法」である。次に、狭義は、(b)外u入 の活動 を直接規制する(a)と 、人

管行政に必要な資料、情報を杷握 し、問接的に活動の規制に奉琵す るr外 国人登録法.1を あ

わせたものである。次.に、広義は、(c)uaを 根拠 として外睡.人に自国民 と異なる処遇を規

定する明示の法規定の総体。一定の財産権、職業 を自国民のみに留保する私法上の諸規定、

徴兵義務、参政権、一定の公務.員就任要件を国籍にかか らしめる公法上の諸規定、年金等の

享有主体を自国民に限 るある種の社会保障等がこの意昧での入管法制に含まれる。最後に、

最広義で(d)た とえ明示の差別規定がなくて も、現実の社会関係に 一fitする差別を立法に

より禁止せず、それにより体制の中で法が容認する関係と して差別 を是認 している場合、そ

れ らの現実に存在する差別構造は消極的法制度 としての入管法制 と表象 さ.れる。そして、現

実に入管の対象 とされる.人々 は、 しば しば(の(a>の レベルで入管をとらえていると指摘

しているE。大沼の指摘する、管理 され る側である外国人の受け取 り方は見逃せない論点で

はあるものの、本論文は入管法制の歴史とそ0)社.会的背景を検証す ることを目的としている
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の.で、(b)の 定義に則り、現行法では、「出人国管理 .及び難民認定法」 と 「外国人登録法」

をあわせたものを入管法制 と定義するア、、

3.入 管法制の歴史(江 戸時代末期 か ら第;次 世界大戦 まで)

日本の入管法制はいつ頃成 .立したのであろうか。rt:戸時代、幕府は 「海禁」政策による限

定的開国の状態 を続けていた。1641年 の鎖国の完成から7858年 に日米修好通商条約が締結

されるまでの約220年 間、「四u」 と呼ばれ る.、長崎 ・薩摩 ・対馬 ・松前がその貿易の中心

であった。長崎では中国 ・オランダとの官営貿易、薩摩では島津氏による琉球 との通商、対

馬では宋氏 を介 しての朝鮮国 との通商、松前では松前氏 によるアイヌとの交易がそれぞれ行

われていたが、国境 を越えての人の移動は厳 しく制限されていた。

日本が限定的開国政策をとっていた間の欧米諸国に目を向けてみると、15世 紀末には大

髄海時代を迎え、17世 紀初頭には、一部の冒険家や商人に限 らない、定期的、かつ一定量の

労働者の国際移動が実現 していた。近IIIで は、疲弊 した清国からの労働者の海外移住 が

1840年 代に始まり、19世 紀後半には中国人労働者排斥法 が豪州 ・米国などで施行 されてい

るx労 働者の国際移動 という観点から国境を越 える人の移動 をとらえた場.合、19世 紀後.半

の江戸時代末期から目本の入管法制創成期が始 まったと考 える.べきであろう。

江戸時代末期に新たな開港を求め られた日本は、1858年 に安政五力国条約を締結 した。こ

れはアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5力 国 と結ばれた通商条約で、横

浜 ・長崎 ・函館 ・神戸 ・新潟の5港 開港を決め、藝本は関税 白主権 を持たず、条約相手国の

tr外 国人にはa本 の法令を適応せず、[本 に滞在するその本国領事が本国の法律に則り裁

判をする権利を有する治外法権を認めた。翌1859年 には外G人 居留地が設けられ、一廓の

お雇い外国人が居留地外に住んだのは例外措置 として、外国人の居住地域、旅行などは制限

された。当時は治外法権の有無が外国人の"{、 就労制限 と密接に関わっており、清国人 も

187ユ年の目清修好条規 より治外法権を有 していた。

その後、条約改正により治外法権の撤廃が決まると、1899年 「勅令第三百五 卜二号」によ

り外陶人の内地雑居が認められた。 しか し、それまで居留地に制隈 されていた外国人の居住

と営業を許可するにあたっ.て、.内務省 と外務省が激 しく対立する。対立の論点は、清国人を

どのように取り扱 うかであった。内務大臣西郷従道 と外務大臣青木周蔵がそれぞれ内閣総理

大臣山縣有朋にあてた意見書9の 主張を整理す ると、まず内務省は.,.....・、清国人は在 日外国

人の半数以.r.を既に占めており、米国、豪州の経験が示すように、移人制限をしなければ国

内労働者 と激烈な衝突 を起こすであろう。二、清国入の賃金は低廉で、目本で工業 を興 そう

とする欧米人は清国人を雇 うであろう。 三、外国企業との競争の中で日本企業 も賃金の低廉
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な清国人を雇い、人口が増加 している折、労働者問題を引き起こすであろう。ew.清 国人は

労働者問題だけでなく..警察.上の問題も起 こすであろう。貨幣偽造、偽古物商売、ギ ャンブ.

ル、幼女誘拐、人身売買、衛生問題、アヘ ン吸引などの問題があり、秩序 ある生活 を送 るの

は到底望めない。以上の考 えか ら、移入制限を強 く主張 した。これに対 して外務省は、..・、

明治27年 「勅令第.一・三七 号」で定めた清国人の入国 ・居住の制限は日清戦争開戦時の勅P

であり、領事裁判権 を持たない外国人に内地雑居 を許すのは国際的な慣習である。二、下関

条約により清国が口本に対 して持っていた領事裁判権は放棄 されている。二、労働市場問題

においては、清国人は熟練労働者 としては競争相手のレベルではなく、社会的問題 とはなら

ない。四、商売に長けた清国人に内地雑居 を許せば、経済.界に良好な刺激を5え 、日本人商

業者の手腕 を上げることにもなる。五、多数の 日本人と雑居するので、風俗衛生問題をもた

らすとは思えない。清国人の全てに風俗衛生問題があるわけではない。六、清国は四億の人

口がいる巨大市場であり、日本の商品を買 う顧客 とすべ.きである。七、清国人の感情 を害す

るだけでなく、今後の外国における排 日移民運動にも影響する。以上の理由を挙げて、清国

人に対する移入制限に反対 している。双方の主張から勅令案が数回訂正 され、最終的 には、

「(略)特 定ノ職業ヲ有 スル者二限 リ之 レカ雑居を禁スルノ制ヲ採ル ノ妥当ナルヲ認 ム」 とい

う内務省の主張が通り、....一、前科者。二、公安若.しくは風俗を害する者..三 、生計の立てら

れない者、又は帯同家族を扶養す る能力のない者。.四、家事に使役する:者を除 く外職工その

他労働.者。五、ii'物商、質商、茶商、旅館 ・飲食店ca場 そ.の他客の来集を目的とす る営業、

雇用にかかわる間接業、両替業。六、前各種 に該当 しない、日本居住二年に満たない者。以

.上の外国人は労働許可が必要 とされた。 この 「勅令第三百五 〇.二号一1の対象は 「条約者ハ慣

.行二依 リ居住 ノ自由ヲ有セサル者 ト従前 ノ居留地及雑居地以外二於テ居住、移転、営業其ノ

他ノ行為ヲ為スコ トヲ得但 シ労働者ハ特二行政官庁 ノ許可ヲ受 クルニ非サレバ(略)」 とあ

り、条約 ・慣行により居住の自由を有 していた朝鮮人は対象外であり、清国人の規制 を目的

とする勅令であった。特に、家事労働以外の外職工 ・その他労働者の制限は、欧米が経験 し

た中国人労働者大量移入が日本では起 きなかった大 きな理由であろう。不法就労する中国人

労働.者は存在 したものの、 日中戦争以前で もitで 合法就労す る中国人が少なかったのは、

「勅令第三ufi十1.二号」による制限が大 きく影響 している。

外務省意見書には、ユ899｢一4月 末に[本 に居住 していた清田人は6,30A人 で、他の国籍の

外国人総数の....二倍以上 とあることから、7899rP4f3N$点 での外国人数は一一万人程度であった

と思われるi。。 この時期、 日本にとってのr外iii人 労働者」とは、地理的に近 く4億 の人1..」

を持つ中国人、そ して、やはり地理的に近 くe本 に村 して領事裁判権を有することがなかっ

たため、居住 と就労の自由を有 していた朝鮮人であったことが 「勅令第三百五.卜二号」から

読み取れる。中国.人労働 者移人規制の中で、1910年 の日韓併合以降、 日本に渡航す る朝鮮

「外地人」が急増することになる。
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現在の旅券、査証制度といった.入国管理 システムは第一次世界大戦期に各国で整備 され.、

日本では、1918年.、 近代 日本が初めて設けた出入国管理令である 「内務省令第一.ｰ;外国人入

国二関スル件Jが 定め られた。その要旨は、.一、旅券又は国籍証明書を持っていない者。二、

帝国の利益に反する行為をする者、又は敵国の利便を図る者。三、公安を害 し又は風俗を害

する恐れのある煮 、四、浮浪又は乞食の常習ある者。.1L、伝染病患者其の他公衆衛生上危険

なる疾患のある者。六、心神喪失者、心神薄弱者、貧困者で救助 を要する者。これらに該当

する者は上陸を禁止する、という内容であっ.た11。本省令により、警察機能を有する内務省

が主導する、人国管理 と外国人管理は治安維持の.fと 位置づ ける法制が確立 した。[本 の

入管法制創成期における 「外国人.」とは主には植民地山身者であり、外国人を治安維持の対

象とみなす体制は敗戦まで続 き、戦後の日本人の外国人観にまで影響を及ぼ している。

4.朝 鮮 「外地人」労働 者問題

[本 において初めて 「外国人労働者問題1が 現れたのは、第...一次世.界大戦後の不況期で あ

る。中国人の渡航が制限 される..一.一方で、1910年 の日韓併合以来、朝鮮人の日本 「内地」渡航

は増加 し、在 日朝鮮人は1910年 に2,6〔〕O人であったのが、wzo年 には4万755人 、1930年

には41万9,009人 、強制労働が始まる1939年 には98万7〔X)人 に達 していた12(第6節 表2)

併.合直後の朝鮮経済の状況 は、人口7,37.3万 人、総人口に占める農牧林業人口の比 率は

82.9%と 、圧倒的に農業人口が多か ったis。そ して、西成ii7(1997)の 研究によれば、朝鮮

の南部と北部では農業構造が根本的に異なり、南部は農業人口密度が高 く、田と畑が相半ば

する小作小農経営の高生産力地帯、北部は農業人口密度が低 く、田作中心の自作大農経営の.

低生産力地帯であり、南部の方が地fi制 度が発達 し、商品 ・貨幣経済が相対的に進んでいた

11
。1910年 代か ら1930年 代に日本に渡航 した朝鮮人は、圧倒的にこの南部の出身者であっ

た.大 蔵省管理局資料(1946>に は 「支那事変発イ1揃に於ける朝鮮の労務 は、中南鮮地方は

過剰人口を擁 して豊富低廉なる労働市場 として、電力の豊富低廉 と相挨 って工業の勃興に寄

.与することが大 きかったのであるが、其の余剰は之 を人口希薄な西北鮮地方 に集団的に移住

せしめて、同地方の農業開発に振 り向ける方策が講ぜられたのであるが、 多数の労働力は内

地に殺到 して内地人労務者及先i1朝 鮮人労務.者の職業を圧迫すると共に、治安.」.二社会..1二種 々

の困難な問題を惹起 した15と あ り、 日本政府は朝鮮半島内で労働力を人[希 薄な北部に移

動さ.せようとしたが、南部の労働者は日本 「内地」に渡航 していたことがわかる。

1910年 代 から1930年 代の在日朝鮮人労働者の就業構造は年代と共に変化する,,まず1910

年代は、紡績業、製糸業、織物業、石炭鉱業、重..1二.業(造 船業 ・鉄鋼業)に 集中 し、第.・次

世界.大戦による好況で飛躍的に発展 した産業及び石炭鉱業に朝鮮人労働者は吸収 されてい
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た。大阪府における朝鮮人労働.者と日本人労働 者の 目給賃金差 は、「土工」で1Al.、 「仲仕」

で4割 であり、この賃.金格差は民族差別の他に、企業規模で見ればよ り零細 な、職種で見れ

ばより周辺的な雑務に従事 していたという点が指摘 されている16。また、 日給 は日本人労働

者より安価であるにも関わ らず、「土木」 「伸仕」など、日雇い傾向の強い職種 では、一か月

の稼働 口数が日本人労働.者の23日 問 と比べて18日 間と少なく、より労働,;給 に左右 される

立場に置かれていたと考えられる.192⑪ 年代になると、戦後不況の時代 に入り、T場 での就

労機会が減少 し、道路や橋などの地方公共..「事、鉄道業と電力業に必要なインフラ整備のた

めの土木建築労働者の需要が急増 した。朝鮮人労働者は日本人労働者より低賃金な労働力と

して、土木建築業に就労する労働者が増加 し、1929年 には在 日朝鮮人労働者の約半数にあた

る11万4,142人 の職業は日雇い人夫であり、1930年 には全国の土木労働者総数の35.3%は

朝鮮人であったu。1923年 の関東大震災後に起 こった朝鮮人虐殺事件は、民族的差別感情の

他に、労働市場 における競争がその心理背景にあったことが指摘 されている18。全国的には

土木労働者が急増する中で、愛知、京都、兵庫、大阪では中小 ・零細企業や伝統産業で就労

するガラスエ、ゴムエ、金属工:、陶器工、製糸女.r.、織物T.が30～45%を 占め、北海道、

福岡では鉱坑夫の割nが32-48%と 高 く、19`LO年 代には、在 目朝鮮人の中に、居住地域、

就業産業の違いによる階層化が起こっていた。issa年 代になると日本は不況期を脱 し、在日

朝鮮人労働者の就業構造 も工業 ・商業中心へ と移行して行 く。

1920年 代から1930fi代 にかけて、在 日朝鮮人に占める女子比率及び[本 で出生 した朝鮮

人の比率が増加するが19、 これは男性単身労働者の出稼ぎか ら、家族 を呼び寄せる、 もしく

は家族帯同の移人が始まっていたことを示 している.在 日朝鮮人労働者は、1910年 代から

1930年 代、目本の.r.化 ・都市化が進展する中で、低賃金労働者 として下層労働市場に組み

込まれながら、a本 「内地」への定住化が確実に進んでいた。

5.臼 本;か らの 移 謹1民

口本 へ 多数 の朝 鮮 「外 地 人 」 が移 人 し たの と並 行 して 、1900年 以 降 は 日本 人 の海 外 移 山 が

増 焼 して い る。 表1の 在 外 人 口 数 を 見 る と、isoo年 に は総 数 ユ6万1,365人 で 、 人 数 の 多 い

国/地 域 は 、 ハ ワ イ(5万7,486人)、ii/(3万7,954人)、 ア メ リ カ 本 上(3万'L,493入)

の 順 で 、 ハ ワ イ ・ア メ リカへ の 農 業 移 民 と、 早 期 に植 民 地 とな って い た 台 湾 が 主 要 な 移 出先

で あ っ た 。 これ が 、1913年 に は 、 在 外 人 口総 数 が75T5375人 、 人 数 の 多 い 国/地 域 は、 朝

鮮(24万3,729人 〉、 台 湾(13.万3,937人)、 満 州 ・関 東 州 ・中 国(10万7,704人)と な り、

植 民 地 に 移 出 す る 日本 人 が 急 増 して い る 、,1935年 に な る と、 在 外 人 口総 数{3231万3,444人

に増 加 し、 朝 鮮(58万3,417人)、 満 州 ・関東 州 ・中 国(53T6,335人)、 樺 太(31万3,115
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人)を 最 多 に 、 在 外 人 ロ の75%が 植 民 地 に 集 中 した、、1935年 に は 、 南 米 に お け る在 外 人 口

数 も22.万64人 に増 加 して い る。fi!<か ら の 移 出 民 の傾 向 は 、 まず はハ ワ イ ・ア メ リカ 本 土

に始 ま り、そ の 後 は 「大 日本帝 国 」 の 植 民 地 へ 多数 が 移 出 し、 その 後 に 南 米 移 民 が増 加 した 。

表9在 外日本人数

年度 790C

総数 161,365

朝鮮 15,829

日
植
民
地

;樺 太
一.........一一

台湾

関東州
一

…満州

「

1

♂
中国

37,954

3,243

南洋群島

十==口 57,02fi

ハ ワ イ

ヲ苅 ・杜

57,486

ブフン

ペルー南

米1ア ルゼンチ ン

[loot.

32,493

s

5

9

4
.

96

7C3

1913 1935

755,375 2,313,444

243,729 583,417

42,538

133,937

47,354

43,403

16,947

313,115

269,798

157,836

322,394

56,10fi

50,657

527,908

88,526

n,sss

14,990

1,753,322

181,212

i1,893

4,858

642

151,285

112,418

25,653

289,35fi

192,823

21,550

5,691

17,393 220,064

1L巳興;小 野(2(100>Rio1-1よ り抜 粋 作成

樹1眠 の渡航先での就業産業は、.北.米・南米などの非植民地においては、移出第一世代の

大 多数は農業でa、 それは、旨本移民の安価な労働力が、移住先の生活.水準の高い農業者に

対 して優位性を持っていたからである.し か し、旧植民地では、例えば1939年 の朝鮮にお

ける口本人職.業別人口では、総数65万 人中、農林水産業人口は僅かに6,5%で 、公務及自由

業が38%、 商業が22%、 工業が ユ7%で 、都市における上層労働に従.事した者が多かった'21.

これは植民地支配という国家権力を背.景に、日本資本が植民地に進己.hし、多くの目本人はそ

こに吸収 されたためで、ハワイ ・北米への移出とは状況が異なって.いた。

日本の朝鮮開発は1905年 からの金融制度整備 と鉄道 ・道路 ・港湾 ・電気などの インフラ

整備か ら始まり、1.920年 代の食料供給地 としての産米増殖計画、1932年 満州建国以降の工

業化へと展開される。 しかし、朝鮮総督府が在鮮 日.本人と朝鮮入の一..一戸当たりの所得を比較
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した調査によれば、1936年 においても朝鮮人の平均所得額 は在鮮11本 人の16%弱 に過 ぎず、

在鮮日本人の80%の 所得が1,2001..[:1以上であるのに対 して、朝鮮人は93%が6001.tl未 満 とい

う貧窮状態であり22、朝鮮人が農業と都市下層労働 におかれていたことが 日本 「内地」への

渡航につながっていた。敗戦後、植民地への移出民は大多数が 目本 「内地」に帰国 している。

人口減政策 としての南米官選移民は1973年 まで続いた。

6.戦 後の.入管法制

戦後、GHQ占 領下 の1947年5月2日 、戦後初の外国人管理法である 「ポツダム勅令第

二百七号外国人登録令」が施行 されるL?。その第十一条で 「台湾人のうち内務大臣の定める

ものza及 び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、 これを外国.人とみなす」 と規

定 され、旧植民地出身者である在日台湾人と朝鮮人に外 国人 としてのs務 が課 された。

同勅令第.二条では、 この勅.令の適用外の外国人として、「連合国軍の将兵及びこれに付随 し

.又は随伴する者並びに家族」「連合国最高司令官の任命又は承認 した使節団の構成員
、使用

人、家族」「外国政府の公務 を帯びて駐在する者及びこの使用人 と家族」 とあり、また第三

条で 「外国人は、当分の間、本邦に入ることができない.」と外国人の入nを 連合国最高司令

官の承認を受けた者だけに制限 している文脈か ら見て、「外国人登録令Jは 旧植民地出身者

を想定 して制定 されている。

そもそも、 日本政府は植民地出身者の国籍 をどのように考えていたのであろうか。台湾 を

A9さ せた1ss5fiの 「日清lllll国講利条約」第五条zは 、住民が台湾を去 ることを認めなが

ら、「(略)本 約批准交換 ノ日ヨリ.二個年ヲ猶豫スベシ但 シ右年限 ノ満チタル トキハ未ダ該地

方ヲ去ラケル住民ヲ日本国 ノ都合二因 リ日本国臣民 ト視為スコ トアルベシ..1と曖昧な表現を

している。朝鮮人に対 しては、「韓国併合条約 .t第六条で 「(略〉同地二施行スル法規 ヲ遵守

スル韓人ノ身体及財産二封 シ十分ナル保護ヲ興へn.ノ 福利 ノ増進 ヲ図ルベシ」 と記すのみ

であった.併 合か ら15年 を経た1925年 一の朝鮮総督府帝國議会説明資料では、朝鮮が.占来よ

り国籍離脱を認めず、また他国.人の朝鮮への帰化を認めていなかったことを理由に挙げ、当

時ロシアと米国が二重園籍 を認め始めたことに留意 しつつ も、国籍問題 は今後...層の検討の

必要があると保留 している。戦況が拡大するにつれて、植民地出身.者の同化政策により 「皇

RJで あることが強調 されたが、そもそも目本政府は植h地 出身者 を法文F.で 「日本人」と

定義 したことはなかった。敗戦後、日本が.正式に朝鮮の独立 を承認 し、台湾σ)権利を放棄す

るサンフランシスコ講和条約発効 までは、在 目朝鮮入.と在[台 湾人は原則 日本国籍を有する

としたことが、戦前政策からの一時的な方向転換であり、実際には台湾人 と朝鮮人は外国人

とみなされていたと見るべ きであろう。 さらに、1899年 に公布 された国籍法は父系fits義
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.であり、それは戦後の国籍法にも引き継がれ、生まれたf供 に出生国の国籍がfj.えられる出

生地.主義ではなかった。

在 日朝鮮人 ・台湾人の法的地位 は、南北朝鮮 に分かれた対立、国民党 と共産党の内戦、

cxR占 領下日本の共産化防.止の重要性な ど、 当時の国際関係にも影響 を受け、戦後も外国

人管理 イコール治安管理という戦 前の体制が継続 された,戦 後、日本に定住 した朝鮮人は60

万から90万 人 と言われ、1966年 に日韓法的地位協定により 「協定永住者」、1991年 に 「特

別永住者」資格が認め られたが、 日本への掃化をしない限 り、法的義務は課すが参政権は認

めないという構図が今に至っている。

1951年 、現行法の 「出人国管理及び難民認定法」の前身である 「出人国管理令Jが 施行 さ

れ、 日本の入管法制 は第2節 で定義 した、「外国人登録洗」.と 「串入国管理令」の二本柱と

なった25。 しかし、現行法では 「外国人登録法」 である 「外国人登録令」は1947年 に施行

されており、外国人に登録証の常時携帯と提示義務を課すなど、外国人を治安維持の対象と

して扱 う側面を強 く持 っている。今後さらに多くの外国人が移入す るであろう日本社会が認

識すべき問題である。

表2入 管法制の変遷と主な国籍の在日外国人数推移

歴史事項

安
政

明
治

閣

国
悶同
團

1916

歪1918

t923

193C

1992

193]

/999

R[
k[1905

19J]

iosi

196E

忍1990

日清戦争

台湾割譲

日露戦争.

日$#1No

窮一次世界大戦

関東大震災

満州国建国

日中戦争

第二次世界大戦

敗戦

サンフランシスコ講

祁条約

入管法制

頻国の完成

安政五力国条約

外国人居留地設置.

勅令第一三七号

勅令第三五二号
内務省令第四.←二号

内務省令第一号
「外国人入国二関スル件」

軍事体制下で強制労働が始まる

外国人登録令

出入国管理令

日韓法的地位協定

出入国管理法大改正

総数ell

6,903人

11561人

】7、335人

19,500人

3EO2E人

30,BJP人

朝鮮人 中国:清国/.人

2=AO9人

在日外国人数

.ア メリ力人

zsr人

18]A

]90/

soロ 人

　

6.S59人1,、279.L

　 ユ 　 　　

…

9.85E人 …1.62ア 人

一一 一

3gae2A,X2139Al103U

イギ リス人

1.26.ア人

丁.985人

2.CE .8人

z、aoa人

ose人12、zo人

…

2,347人 …2、3fiC人

匿ンア人

47人

11人

130人

687人

雪、527人

1.345人

ドイツA

zza人

51E入

ア75入

641人

1、095人

1、959人

M4DV」Ir.1外 圏人総k{1戸 国 〔宿「嶋 人,ア メリカ人、イギ.」ス人、 ロシア人敏は 「1ξζ帝li」統計fF蹴 より引 川 〔『)総 敗に.外/LA〔Pr地llih.YI」 は 含まれ ない.

朝麺羊人数:よ.GyY.旧 り4f1モ度はll本 帝11⊂「統」雪1.年躍[より、L910年 か ら1945年 は1唖成出1:1}　}}了;,.hU-1よ り、正i〕4ア年rよ`÷1〔Q!SCAPHeuりrds〔19A619dP)よ り引用.
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7.ま とめ と今 後 の課 題

本論文で明らかにしたことをま.とめ、今後の研究課題を提Tし たい。

汕:戸時代末期に開国の度合いを広げた日本に移入する 「外国人労働者」 を想定 した場合、

その送 り出 し国はどこであったのか。それ は地理的に近い中国(清 国)と 朝鮮であった。そ

して、明治以降の人管法制は、欧米の経験か ら、人「.1大国で賃金低廉な中国か らの労働者移

入を規制する一方で、日本に対 して領事裁判権を・持つことがなかった朝鮮人労働者は受 け人

れていた.在 日朝鮮人労働者は韓国併合の19/0年 か ら増加 し、就業構造には地域差があっ

たが、1910年 代 は中小 ・零細な紡績業、製糸業、織物業、石炭鉱業、1920年 代は社会 イン

フラ整備に必要な土木工、1930年 代には工業 ・商業でその多くが就労 し、 日本の工業化 と都

市化で勃興 した産業下層労働市場に低賃金労働者として組み込まれていた。 日本 「内地」に

渡航す る朝鮮人労働者が増加 した理由は、朝鮮は李朝時代 より小作農の比率が高 く、南部に

潜在的余剰労働力が存在 していた.上に、 日本の植民地支配下で朝鮮人が貧窮 したためで、日

本の資本進出が朝鮮の農業生産 力を...t.げ、1930年 代以降は工業化を促 したにもかかわらず、

都市上層労働には日本から移出 した在鮮[本 人が吸収 され、戦前 ・戦中は多くの朝鮮 人の経

済的恩恵とはならなかったことを物語 る。比較的早期に日本に渡航 した朝鮮人は、日本 に生

活基盤が移 り、定住志向を持っていたことは想像に難 くない。 目本社.会が多数の外国人労働

者移入を経験 したのは、1980年 以降だけではない。1910年 以降多数の植民地出身者が移入

し、1947年 に制定 された 「外国人登録法.」は旧植民地出身者を想定 しており、外国人管理.イ

コール治安維持の側面を強 く持つ入管法制が現在まで継続される理由となっている、

以..ヒが第3節 から第6節 で明らかに したことであるが、最後に/;後 の課題を提示 したい。

.まず第一に、第5節 のrl本 か らの移出民 とその子孫が戦後の入管法制に与えた影響を本論

文では検証できなかった.梶 田(1999)に よれば、?990年 の入管法大改正において、在 目韓

({1・朝鮮人の21ほ 及び31.uの 法的地位 との兼ね.合いから、 日本人の子Z(で ある日系2世 及び

3世 が 「定住」資格.を得たとしている。仮にそうであれば、日本の入管法制は一般的に考え

られている 「血統主義.1の 大原則から転換方向にあると.r.えられ、より慎重な実証が必要で

ある,日 本から移出 した日本人の子孫が、戦後の入管法制、特に1990年 の入管法大改正に

与 えた影響を明 らかにすることは、現在の日本社.会における外国人労働者問題につながる重

要な論点であると思われる.

第二に、戦前の日本における外国.人労働.者 「移入」を説明する..1二で、①a本 からの資本移

出との関連と② 日本人移出民 との関連 という視点からのアプローチ を挙げたい。統計資料数

値か ら晃たa本 統治下0)朝 鮮 は、対 目本ran易量 ・Lip易額、日本政府からの国庫補助/i、 在

鮮会社数 ・工場数、投 ド資本.金額、 日本からの移出民数、[本 への移入民数などの指標から
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見て、 日本にとり最 も重要な植民地拠点であったことは間違いない。第4節 、第5節 の繰 り

返 しとなるが、在[朝 鮮人労働者は低賃金 ・重労働の職種で就労し、その.一方で、在鮮 日本

人は都市の上層労働 にその多くが就労 していた。併.合から25年 を経た1935年 の在日朝鮮人

数はsi万5,869.人 、同年の在鮮 口本人数は58万3,477人 とほぼ同数である。植民地支配に

おける資本移動、労働移動は強大な帝国主義国家のfi(時 には強制)で ある傾向が強い。

しか し、国家主導 という大 きな流れの中にありながら、 目本i..内地」と朝鮮 「外地」の労働

力構造が労働移動を生み出したのではないだろうか。資料的な制約があるか もしれないが、

資本移出と労働力構造の視点から戦前の労働力移動を明らかにすることを試みたい。

【注 】

1「 単一民族国家」 とい う呼称 には異論 もあると思われるが
、 ここでは、多民族国家 と呼ばれる国 と比較

して、相 対的 に均一であるとい う意味で使用す る。

2日 本 における外国人労働者研究関連の出版物 を概観す ると
、1989年 か ら1992年 にかけて、朝 日、毎 日、

読売 など大手新聞社か らの出版物が集中 している。これ らは新聞紙上での特集や掲載記.事をまとめたも

ので、isao年 代後'トに外国人労働 者に関す る記事 が数 多 く掲載 され、 社会的注 目を集めていた事が う

かがえる,、

3本 論文では
、H本 を 「内地1.口 本が植民 地.支配 した国 ・地域 を 「外地」 と呼び、内地出身者を 「ri本

人」、外地出身者 を 「外地人」 と呼ぶ。比較 的遅 く口本 に統nさ れ た沖縄 県や北海道では現 在でも県道

外の 日本 を 「内地」 と呼ぶ習慣 があるが、こ こでは沖縄 県、北海道 も内地 に.含める.な お、「外地人」

にはいくつかの呼称があり、歴 史的資料 には 「1人 」 「本地入」等の呼称が 見られるが、ここでは1..外

地人」 に続..・する。

9渡 航 証明書 、国籍 証明 書は、朝鮮総督府 もしくは労働者 が出港す る.都市の地元警察 が発行 して いた。

1918年 に制定 された1.内 務 省令第一一号外国人入国二関 スル件」では、「.一,旅券 又は国籍証明書を持 っ

ていない者」の入国を禁止 しており、IrW!i地出身者の旅 券の役割 を果た していたと考え られ る。

5在 日朝鮮 人史研究の分野 は
、戦後 も朝鮮人への差 別が続 く中で、関東大震災時の虐殺や いわゆる 「強t9

連行 」に代表 され.る在H朝 鮮人への抑圧の歴史、 あるいは逆に在[..嘲鮮 人による抵抗の歴史や運動史に

甫きが置かれて研究 され て:来た(高 野,2009).個 人の体験 に依拠 した研究が 多いのが特徴 である。実

証的研究 は1990年 代か ら現れ、山脇(1994>、 西成田(/997)、 また京都市の在 日朝鮮 人に特化 した研

究 として高野(2009)が 挙げ られ る。本論文 はこれ らの先行研究に着想を得てい る、,
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k4;(1978)pp.'L58-L59

「出 人 困管 理 及 び難 民 認 定 法 」 は外 事 法 で 、 効.力と して は法 律 と同 等 、 形 式 は 政 令 とい う特 殊 な形式 を

とる,.「外 国 人 登 録法 」 は 公 法 で あ る.、

中 国 人 労 働 者の 本 格 的 な海 外 移 住 は184〔}年 代 に 女台ま り、 】.}咽人 労 働 者 排 斥 法 が 、 豪州(1555年}、 ハ

ワ.イ(1875W).ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 〔1881年)、 米国(issz年} 、 カナ ダ(isss年)で それ ぞ れ施.行 さ

れ、 その 後 の 移 住 先の 中 心 は 東南 ア ジア 諸 国 に移 った.

「条 約rク ハ 慣 行 二依 リ居 住 ノf=1山 ヲ有 セ サ ル外 国 人 ノ居 住 及 営 業 等 二関 スル 件 ヲ定 ム』(1899)。

日本帝 国 統 計 年鑑 で はisss年:未 の 在 日外 国 人総 数 は11,561人 、 う ち 中国 人 が6,359人 、.英国 人7,9fl5

人、%Klrl人1,279人 で、 朝 鮮 人 は1S7人 と され て い る(第6節 表2>、,

「支那 労 働 者人 国 禁止 二関 スル件 米[.],;移民 法 トノ相違 』(1924>
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在 日朝鮮 人.人「1は統 計 資料 の 達 い で 数値 に#;=i'の ば らつ きが あ り、 その 点 は先 行 研 究 で も認 識 され て い

る。 本 論文 で は 、 西成 田 〔1997>p42表H-1か ら数 値 を91N/し た。 高野(2009)p12の 表 序 一1に よ

れ ば 、1910年 の 在H朝 鮮 人 数 は2,246人.1939年 は361,597人 で あ る。

大 蔵 省 管 理 局(1946))『 日本 人 の 海 外 活 動 に 関 す る歴 史 的 調 査 通 巻 第.卜.冊 朝 鮮 編 第 十 分 揖 』

pp.72-75

西 成 「1.1(1997)第 ・章 「梅 く地 朝鮮 農 業 の 構 造 と動態ipp」.1-37

大 蔵 省 管 理 局(1946))『 日本 人 の 溝 外 活 動 に関 す る歴 史的 調 査 通 巻 第i..冊 朝 鮮 編 第 九 分 珊』pp.65-

66

例 えば 、 重 ⊥二業 で就 業 してい る男 性 労 働xで も,「 職.i.1.1で は な く、 運 搬 ・t:工 とい った 非 熟 練 労 働 に

従 事 して い た。 西成 田(1997)PP.89-90

西 成 「n〔1997)p94

L1」脇(1994)pp,273-281

1920年 代 か ら1930年 代 に お け る在 日朝 鮮 人 女 子 人 口 比 率 は、 ほぼ 全 て の 地域 で 上昇 して い く が、 相 対

的 に 愛知 、 兵 庫 、 大 阪 で高 く、 東京 が最 も低 い。 女性 が就 労す る製 糸 業 、織 物 業 が 発 達 した地 域 で は 女

子 比 率 が 高 く、 逆 に土 木 業 に 就 業 す る男 性 グ 多い 地 域 で は女 子 比 率 は 低 くな っ て い る.,西 成 田 〔1997)

p57の 各 市 自治 体 に よる 調査 結 果 に よ れ ば 、 日本 で 出 生 した在 日朝 鮮 人 の割 合 は、横 浜 市 で30%(1935

年)、 大 阪市(15歳 以 下)で47%(1932年)、 神P.市(15歳 以 下)で60%〔1935年)と 驚 くほ ど高 い。

拓 務 統 計(1925;に よれ ば、1920年 に おけ る在 ア メ リ カ合一衆 国邦 人の47%.在 ハ ワ イ 邦 人の56%、 在

南 米 邦 人の75%が 農 ・林 ・水産 業 に従 事 して い る.

拓 務 統 計(1939)7.職 業 別 人 口

大1.1管 哩 局(194fi)'iH4人 の海 外 活 動 に関 す る謄 史 的 調 杏 通巻 第 十 一 冊 朝 鮮編 第1.分 朋』p、89

tツ ダ ム勅 令 と は.大 日本 帝 国 憲 法 第8条 第1項 の 「法 律 に代 わ る 勅令 」 規 定 に基 づ き、1945年9月

20口 に 公 布 ・施 行 され た 「ポ ツ ダ ム宣 言 ノ受 託 二伴 ヒJEス ル 命 令 二関 スル 件 、1(勅 令 第542号)の 通 称

で あ る、連 合 国 軍 の 占領 トに あ ったtiで 、 連 合 国 最 高 司 令官 の発 す る要 求事 項 の 実 施 につ き、帝 国 議

会 が そ の成 立 に 関 与 すべ き こ とに な っ て い る法 律 事項 で あ って も、 政 府 が 命 令 で定 め ら れ る と した。

「外 国 人登 録 令 」 は 瓢憲 法 公布 の 前 日に施 行 され た最 後 の ポ ツ ダ ム勅 令 で 、国 立 公 .文書 館 に 残 る内 閣 総

t'1'k臣 及びnr,大 臣 の.承認 讃:欄外 に は、1一本 件 は五 月.一f{以 前 に 公布 して頂 き たい 」 との メモ 書 きが 残

り、 解 体fillの内務 省 の 意向 が.うか が え る、,

附 記 に 「台湾 人 で本 邦 外 に在 る もの 及 び 本 邦 に 在 る台 湾 人 で 中華 民 國 中t:{代表 團 か ら登 録 証 明 書 の発 給

を受 けて い る もの 」 と;eさ れ て い 風,

….出人国 管 理 令 」 は 日本 の 難 民 条 約 ・難 民 議 定書 へ の加 入 に伴 い 、1982年 に題.名が 現 在の 「iii入国 管 理

及び 難 民 認定 法 」 に 改 め られ た.
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